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投資用マンションの買主に対して支払われた 
家賃保証等が「売上げに係る対価の返還等」に 

該当するかが争われた事例 
（東京地判令和 7 年 1 月 24 日1 ） 

 

 

弁護士・公認会計士・公認不正検査士 武藤 雄木 
 

 
 東京地方裁判所は、令和 7 年 1 月 24 日、投資用マンションの販売事業を営む原告が、自らが

販売した物件の買主に対して支払った家賃保証、フリーレント分に相当する家賃保証及び原告が

負担した広告料（以下、併せて「本件各家賃保証等」といいます。）が、消費税法 38 条 1 項の「売

上げに係る対価の返還等」に該当するか等が争われた事件について、本件各家賃保証等は同項の

「売上げに係る対価の返還等」に該当しないと判断し、原告の請求を棄却しました。 
消費税法上、事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き

若しくは割戻しをしたことにより「売上げに係る対価の返還等」をした場合には、当該課税期間

の課税標準額に対する消費税額から当該返還等の金額に係る消費税額を控除することとされてい

ます（消費税法 38 条 1 項）。したがって、事業者が取引に関連して行う支払等が「売上げに係る

対価の返還等」に該当するか否かは、納付すべき消費税額に直接影響するものです。 
もっとも、消費税法は「売上げに係る対価の返還等」の定義規定を置いておらず、具体的な判

断基準は国税庁の法令解釈通達にも存在せず、公刊された裁判例も見受けられない状況でした。

本判決は、この点につき実務上重要な判断を示しましたので、ご紹介いたします。なお、本件で

は、本件各家賃保証等の「売上げに係る対価の返還等」該当性のほか、用途区分の判定単位等も

争点となっていますが、本稿では前者のみを取り上げます。 
 

１ 本判決の骨子 
 
（１）結論 

本件各家賃保証等は、いずれも消費税法 38 条 1 項の「売上げに係る対価の返還等」に該当

しない。 

 
1 LEX/DB25617765。なお、納税者は控訴しましたが、控訴審において原判決は維持されました（東京高裁令和

７年７月３０日判決・公刊物未登載）。 
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（２）認定事実等 
 原告は、投資用マンションの販売事業を行う株式会社であり、本件課税期間（平成 26 年 10

月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）中に、販売目的で、住宅賃貸用物件である本件各建

物をその敷地と共に取得した。本件各建物は、いずれも取得時点において既にその一部の

居室について賃貸借契約が締結されて住宅として貸し付けられており、原告は、本件各建

物の取得により、当該賃貸借契約上の賃貸人たる地位を承継した。 
 原告は、自らが販売した物件の一部について、買主との間で、物件の引渡しから一定の期

間、賃借人が入居するまでの賃料相当額等を原告が買主に対して支払う旨の家賃保証特約

（以下「本件各家賃保証特約」という。）を締結し、これに基づき、本件課税期間において、

各買主に対し、当該賃料相当額等（以下「本件各家賃保証」という。）を支払った。 
 原告は、本件各家賃保証のほか、一部の物件について、フリーレントが発生した場合にも

家賃保証特約を履行する旨の合意に基づきフリーレント分に相当する家賃保証を支払った

こと、及び、買主との間で原告の負担により入居者募集のための広告を出すことを合意し、

当該広告料を負担した旨主張した。 
 原告は、本件各家賃保証等は消費税法 38 条 1 項の「売上げに係る対価の返還等」に該当す

るなどとして更正の請求をしたところ、所轄税務署長はこれに対して更正をすべき理由が

ない旨の通知処分（以下「本件通知処分」という。）をしたため、原告は本件通知処分の取

消しを求めて本件訴訟を提起した。 
（３）裁判所の判断 

 消費税法 38 条 1 項の趣旨が、課税資産の譲渡等が行われた後に売上げに係る対価の返還

等があった場合における消費税額の調整であることに鑑みると、同項が「売上げに係る対

価の返還等」が生じる事由を「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたこと」に限

定しているとは解されないのであり、課税資産の譲渡等が行われた後に、課税資産の譲渡

等の原因となった売買契約等の法律関係に基因する事由又は当該法律関係自体の変更や

消滅等により、事後的に対価の額が返還又は減額された場合には、「売上げに係る対価の

返還等」があったものとして、同項を適用することができると解するのが相当である。 
 本件各家賃保証特約は、原告と買主との間において各物件の売買契約に関して締結された

合意ではあるものの、投資用マンションの売買契約においては、取得時以降に空室が生ず

るリスクは当該売買契約に必然的に内在するものであり、本件各家賃保証特約は、このこ

とを前提に、引渡し後の一定の期間について家賃保証を行い、上記リスクが顕在化した場

合に売主（原告）が買主の得られなかった収入を一定の範囲で補償するものであって、不

動産の代金額を変更するものではない。したがって、本件各家賃保証特約は、売買契約書

自体に記載されているか否かに関わらず、売買契約に付随して締結された、売買契約とは

別個の特約であり、本件各家賃保証の支払は、売買契約に基因する事由又は当該売買契約

の変更や消滅等により、課税資産の譲渡等に係る対価（売買代金）の額が事後的に返還又

は減額されたものとはいえないから、「売上げに係る対価の返還等」に該当するとは認め
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られない。 

 フリーレント分に相当する家賃保証についても、仮に家賃保証の合意がこれに適用される

としても、家賃保証と同様に「売上げに係る対価の返還等」には当たらない。広告料につ

いては、合意の存在・内容は必ずしも明らかでないが、仮に原告主張の負担があったとし

ても売買契約とは別個の合意に基づくものであり、「売上げに係る対価の返還等」には当

たらない。 
 
２ 本判決の意義について 
 
  消費税法は、「売上げに係る対価の返還等」の定義規定を置いておらず、同法 38 条 1 項は、

その事由として「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたこと」を挙げるにとどまりま

す。このうち「値引き」は、一般に「売上品の量目不足、品質不良、破損等の理由により代価か

ら控除される額」（財務諸表等規則取扱要領 148）と解されており、これらの文言を前提に消費

税法 38 条 1 項を解釈すれば、「売上げに係る対価の返還等」の適用範囲は限定的なものと解さ

れるといえます。 
  もっとも、課税実務においては、従来、「売上げに係る対価の返還等」はより広く認められて

きました。例えば、国税庁が公表している平成 30 年 5 月付「収益認識基準による場合の取扱い

の例」2においては、自社が販売する商品の代金の支払いに利用できる自社発行のポイントの付

与について、ポイントの使用時に「売上げに係る対価の返還等」として処理する取扱いが示さ

れています（同例「ケース 1」「消費税の取扱い」欄・2 頁参照）。この点、国税不服審判所令和

3 年 7 月 5 日裁決は、「売上げに係る対価の返還等」について「事業者が課税資産の譲渡等につ

いて値引き等をすることにより返還した対価の額」と判断しましたが、「返品」「値引き」「割戻

し」の解釈は示されず、またこれら以外の事由により事後的に対価の額が返還された場合に同

項が適用されるか否かについて、具体的な規範を示すには至っていませんでした。 
  これに対し、本判決は、消費税法 38 条 1 項の趣旨に照らし、同項が「売上げに係る対価の返

還等」が生じる事由を「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたこと」に限定している

とは解されない旨を明確に判示した上で、「課税資産の譲渡等が行われた後に、課税資産の譲渡

等の原因となった売買契約等の法律関係に基因する事由又は当該法律関係自体の変更や消滅等

により、事後的に対価の額が返還又は減額された場合」には、「売上げに係る対価の返還等」に

当たるとの規範を示しました。本判決の示した規範は、上記のとおり自社発行ポイントに係る

取扱いをはじめとする従来の課税実務とも整合的であり、「売上げに係る対価の返還等」の判断

基準を明らかにしたものとして実務上の取扱いを判断するうえで参照すべき裁判例といえます。 
 

 

 

 
2 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/0605_B.pdf 
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武藤 雄木（弁護士、公認会計士、公認不正検査士） 
ymutou@iwatagodo.com  
 
2003 年慶応義塾大学経済学部卒業。 
2003 年～2006 年中央青山監査法人勤務。 
2008 年東京大学法科大学院修了。2009 年弁護士登録。 
2015 年～2017 年東京国税局調査第１部勤務。 
会社法、金融商品取引法など企業法務案件全般、各種 M&A 取

引、税務調査、税務争訟対応、IPO 支援、企業不祥事に関する

危機管理対応、コーポレートガバナンス・内部統制システムに

関する法的助言を行う。 
 

※本ニュースレターは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 

また、その性質上、法令の条文や出典を意図的に省略している場合があり、また情報としての網羅性

を保証するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。 
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